
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本章では、都市再生特別措置法第 81 条第２項第１号に基づく「立地の適正化に関する基本的

な方針」について、まちづくりの方針（ターゲット）や、前章で抽出した課題を解決するための

施策・誘導方針（ストーリー）、目指す都市の骨格構造について定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第３章 立地の適正化に関する基本方針 

3.1 まちづくりの方針（ターゲット） 

3.2 課題を踏まえた施策・誘導方針（ストーリー） 

3.3 目指す都市の骨格構造 

 3.3.1 柏崎市の目指す都市の骨格構造 

 3.3.2 中心部と交通軸 
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第3章 立地の適正化に関する基本方針  
 

3.1 まちづくりの方針（ターゲット） 

前章では、本市の現状と将来見通しを整理し、本計画で取り組むべき課題として、①若者・子

育て世代の減少による地域を支える力の低下への対応、②中心市街地の空洞化・市街地の拡散に

よる都市経営の持続性の低下への対応、③柏崎の強み・特長を活かした新たな時代との融合を抽

出しました。 

そこで、課題解決に向けた都市の再構築に向けたまちづくりの方針（ターゲット）を以下のよ

うに設定します。 

 

 

 

● 「まちなか」は、本市内において、すでに基盤や生活サービスが整い、市内のどのエリアよ

り資産価値が高い状況である一方、求心力が弱まり、進行する都市のスポンジ化をこのまま

放置すると、税収や生活サービスに影響を及ぼすことになります。したがって、このような

「まちなか」に戦略的・集中的に取り組み、市外への転出超過が顕著な若者・子育て世代の

居住促進、あらゆる世代の快適な暮らしを支える生活利便性の向上を図るとともに、それら

を支える新技術の活用・普及拡大を進めます。 

● 本市の特長である海や山に囲まれた“自然の豊かさ”というここにしかない環境、住むと働く

が一体となった産業との密接性を活かし、地域を支える力となる若者・子育て世代を中心と

した現役世代にとって、新たな時代の生活スタイルに対応した暮らしやすさ、働きやすさを

向上することで、まちなかの居住者・利用者の維持・増加を目指します。 

● まちなかの求心力向上は、本市全体に寄与する都市基盤・機能の維持及び活力の創出につな

がり、将来にわたって全世代の生活を支えられる持続可能な都市経営を目指します。 

 

  

～安心・便利・楽しい まちなかの暮らし～ 
ターゲット 
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3.2 課題を踏まえた施策・誘導方針（ストーリー） 

前章で抽出した課題および前節で設定したまちづくりの方針（ターゲット）を踏まえ、施策・

誘導方針を以下に整理しました。 

 

【課題１に対する施策・誘導方針】 

課題１に対応して、まちの活力維持に重要と市民が感じる「子育て支援の充実」や「中心市街

地の活性化」、また、近年のライフスタイルの変化を踏まえ、柏崎駅周辺のまちなかの若い世代が

集うポテンシャル、集積する教育文化施設等を有効に活かし、機能向上など＋αの付加価値を与え

ることにより、資源を磨き上げ、若い世代が集える魅力あるまちなかを形成し、多世代交流を促

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

若者・子育て世代を始め多世代が集える魅力あるまちなか形成 
～資源を「磨く」まちなかづくり～ 

施策･誘導
方針１ 

・柏崎駅から徒歩圏域内には、約 1,000
名の生徒数を有する２高校があり、中

心的な市街地周辺（まちなか）は、高
校生の駅までの通学経路となっている 

・また、文化会館等の交流施設のほか、

年間約 33 万人（１日当たり 900 人）
に利用されている図書館に加え、陸上
競技場、プール、武道館等の公共スポ

ーツ施設も多数立地している。（これ
ら３スポーツ施設の利用者数は、年間
約 24 万人（１日当たり 600 人強） 

・さらに、駅前や海岸沿いには大規模な
公園が整備され、子育て世代の憩いの
場となっている 

・このように、まちなかは若者･子育て世
代が集いやすい環境が整っている 

 

・第五次総合計画後期計画策定にあたり
行った市民まちづくりアンケート調査

では、まちの活力維持のために重要な
ことに「子育て支援の充実」「商店街
活性化やまちなか居住環境向上など中

心市街地活性化」が挙げられた 

・県内若者の生活時間は、35～44 歳の
2 次活動（仕事や家事など社会生活
を営む上で義務的な活動）が最も長

く、3 次活動（自由に使える時間の
活動）は 35～44 歳が最も短い 

・このことは、子育て世代において義

務的な活動時間が長く、自由時間が
短いことを示している 

・また、スポーツ行動率は若い世代ほ

ど高いが、35~44 歳の子育て世帯の
行動率は、平成 23 年と平成 28 年を
比較すると、9％高くなっている 

若者の生活時間の現状 まちづくりアンケート調査 まちなかの集積する教育・文化施設 

若者・子育て世代の減少による地域を支える力の低下への対応 課題１ 

1 位 子育て支援の充実 44% 

2 位 医療、福祉の充実 41% 

3 位 中心市街地活性化 28％ 
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【課題２に対する施策・誘導方針】 

課題２に対応して、住み慣れた地域で住み続けるため、限りある財源で優先的に今ある環境を

維持・改善していくことが必要です。そのため、拡大したまちの緩やかな縮小と、近年の地方移

住の意識の高まりを追い風とした施策を展開します。豊かな暮らしを支える安全・安心の確保

や、空き地、空き家の利活用、歩きたくなる居心地の良い空間の創出、利便性の高いまちなかと

地域をつなぐ時代にあった公共交通の維持等に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題３に対する施策・誘導方針】 

課題３に対応して、まちの活力維持に重要と市民が感じる「新エネルギー産業等の新たな産業

の創出」や「起業家や新産業参入に対する支援」、新型コロナウイルス感染拡大によるオンライン

化等の加速化を踏まえ、本市の強み・特長の付加価値として新たな産業の創出や新たな技術を活

用する取組や環境整備を図り、まちの課題解決につなげていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

柏崎の強み・特長を活かした新たな時代との融合 課題３ 

安全・安心のもとで、住みたい・住み続けたいまちなかをかなえる環境整備 
～豊かな暮らしを将来に「つなぐ」まちづくり～ 

施策･誘導
方針２ 

まちぐるみで、エネルギーや新技術の積極的な活用推進 
～地域の力を「育てる」まちづくり～ 

施策･誘導
方針３ 

・ＳＤＧｓとは、平成 27(2015)年 9 月の国連サ
ミットで採択された平成 28(2016)年から令和

12(2030)年までの国際目標で、17 のゴールを
決め、持続可能な社会の実現を目指すこととし
ている 

・本計画では、特に『住み続けられるまちづくり
を』の観点からＳＤＧｓの推進を図る 

・本市は平成 30(2018)年に、

脱炭素社会である「エネルギ
ーのまち柏崎 3.0」を将来像
として示す「柏崎市地域エネ

ルギービジョン」を策定 
・この将来像への途上として、

まずは地域資源を最大限活用

する低炭素社会に向けて、
「再生可能エネルギーと原子
力のまち」(2.5)を進める 

・新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、これまでの生活様式が大きく
変化し、デジタル化、オンライン化が大きく進展するとともに、生活

面を重視するようになるなど人々の意識に対しても影響を与えた 
・その結果、自宅近くで過ごす時間が増え、人々のライフスタイルや価

値観が大きく変化している 

・新型コロナウイルス感染症拡大により顕在化した課題や変化に対応す
るとともに、これまでの柏崎の強みである「アナログ」の良さと「デ
ジタル」の良さを活かしたハイブリッドなまちづくりが重要となる 

・大規模自然災害等に備えたインフラメ
ンテナンス、防災のための強靭化の必

要性 

地方移住意識の変化 

・東京圏在住者、特に 20 歳代の地方移
住への関心の高まり(R２(2020)内閣府

調査) 
・また、地方移住の関心の理由として、

「人口密度が低く自然豊かな環境に魅

力を感じたため」が１位として挙げら
れた 

 

・IoT･AI が可
能とする

MaaS をは
じめとした
新たなモビ

リティサー
ビスの導入
可能性など

先端技術を
活用 

・市民まちづくりアンケート調査におけ

る今後の施策の重要度の設問では、
「道路交通網の整備」、「除雪体制の
強化」は重要度が高いと評価 

まちづくりアンケート調査 

デジタルとアナログの良さを活かしたまちづくり ＳＤＧｓ 

再生可能エネルギーの普及 技術革新の活用 

中心市街地の空洞化・市街地の拡散による都市経営の持続性の低下への対応 課題２ 

対面研修 オンライン研修対面会議 オンライン会議通勤 テレワーク

研 修会 議通 勤

店内飲食 テイクアウト オンライン飲み会 店内ショッピング ネットショッピング

買 物会 食

院内診療 オンライン診療 対面授業 リモート学習 帰省 オンライン帰省

診 療 教 育 旅 行
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3.3 目指す都市の骨格構造 

3.3.1 柏崎市の目指す都市の骨格構造 

【上位計画における位置付け】 

「柏崎市都市計画マスタープラン（平成22(2010)年３月）」や「柏崎都市計画 都市計画区域

の整備、開発及び保全の方針（都市計画区域マスタープラン）（平成29(2017)年３月、新潟

県）」の土地利用方針では、既存の用途地域を市街地として位置付けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：（左）柏崎市都市計画マスタープラン（平成 22(2010)年 3 月） 

（右）柏崎都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（平成 29(2017)年３月） 

図：将来の都市の骨格構造 

【柏崎市の現状からの整理】 

本市では、前章で示したように多くの

都市機能と本市の半数近くの人口が、用

途地域内に集積していている状況です。

特に人口は、本市の約 20％の都市計画区

域に全人口の約 80％、約 2.5％の用途地

域内に全人口の約 42％が住んでいます。

さらに約 0.3％の中心市街地に全人口の

約 8％が住んでいます。 

一方、用途地域外にも合併前の旧高柳

町、旧西山町の中心の他、複数の既存集

落が存在しており、地域に根付く生活拠

点が形成されています。  

図：人口・都市機能分布 

中心市街地 

広域交通軸（鉄道） 

広域交通軸（高速道路） 

都市間・核連携軸（国道） 

核連携軸（県道） 
 

市街地ゾーン 

田園・集落ゾーン 

緑地環境保全ゾーン 

海洋レクリエーションゾーン 

行政区域界 

都市計画区域界 

用途地域界 

商業・業務拠点 

工業・流通拠点 

その他拠点 

【都市構造軸】 
都市計画区域     太軸：広域連携を担う軸 

細軸：地域連携を担う軸 
行政界   ※表現上、同一方向で近接する場合は 

上位の軸で集約 

市街地 

農地・集落等 

樹林地・山地等 

河川 

都市構造軸 

（H27(2015)年） 



柏崎市立地適正化計画 l 第 3 章 立地の適正化に関する基本方針 

3‐5 

【ゾーン及び拠点の考え方】 

本市では、既に人口は減少に転じ、将来的にも人口減少が続く見通しです。人口減少社会に対

応した持続可能な都市として、用途地域が指定されている本市の中心部、都市地域である市街地

に人口や都市機能を集積させると同時に、良好な農村集落が広がる郊外部（中山間地域）におい

ても日常生活に必要なサービスを維持する必要があります。 

そこで、第１章で整理した上位計画における土地利用方針や、本市の中心部となる市街地、郊

外部の既存集落の実態、現状及び将来の人口集積、都市機能の立地状況等を踏まえ、ゾーン及び

拠点を次のように設定します。なお、本計画は都市計画マスタープランの高度化版となりますが、

都市計画マスタープラン策定後に総合計画が策定されたこと、都市計画マスタープランの中間評

価において、その整合性が確認されたことから、市域全域の都市構造は、総合計画における将来

都市構造とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

中心市街地
・市役所、駅、バスターミナル、金融機関、

郵便局、病院、教育文化施設などの公共
公益施設、業務、広域性のある商業や
サービス、市民全体の交流施設など、主
要な機能が集積するとともに、住宅や生
活支援機能などの居住機能を持つ

中心市街地
（都市機能誘導区域)
・用途地域内でも特に市内各所からの

アクセスに優れ、生活サービスの他、

高次の都市機能を提供する拠点

生活拠点
・都市計画区域外の地域の中心として、地域住民

に日常的な生活サービス機能を提供する拠点※

※身近な生活サービス機能の集積等により、拠

点性を高める他、中心拠点とネットワークする

公共交通の充実等により、これまでの暮らしを

維持するための拠点

近隣拠点
・都市計画区域の内外に点在する既存集落の生活

の中心となる拠点※

※同上

都

市

地

域

（
都
市
計
画
区
域
）

中

山

間

地

域

都市サービスゾーン
・市域全体にわたり、生活する人たちを支えるサー

ビス機能を備えるとともに、主として都市地域か
ら離れた中山間地域に都市サービスを提供

・中心市街地を含み、商業サービスやコミュニティ
センター、病院、高等教育機関など、生活拠点、
近隣拠点、特化型拠点に存する機能を持つ

居住を誘導する区域
・人口減少下においても、緩やかに居住を

誘導し、一定の人口密度を維持する区域

居住環境を保全する区域
・人口減少下においても、現在の居住環境を保全

する区域(都市計画マスタープランで計画的な
まちづくりを推進)

特化型拠点
・工業団地や物流施設、高等教育機関、複

数のレクリエーション施設など、特定の

機能が特化して集積

特化型拠点
・工業団地や物流施設、高等教育機関、複

数のレクリエーション施設など、特定の

機能が特化して集積

主要生活拠点
・生活拠点のうち、行政支所機能を持つ

（合併前２町の中心）

近隣拠点
・生活拠点より更に小規模なまとまりで、いくつ

かの生活関連施設が立地するなど、ある程度の

機能が集積

生活拠点
・交通結節機能を持つ

・行政支所やコミュニティセンター、商業サービ

ス、義務教育施設、郵便局、診療所など、身近

な生活に必要な機能を持ち、ある程度まとまっ

た人が居住する一定地区を支える拠点

・また、近接する特化型拠点や地域資源の活用な

どの方策により、地域活動を広域的な集客へと

発展させ、その経済効果などにより、持続的に

生活圏を支えることを目標

整合

整合

整合

＜ゾーン及び拠点の考え方＞ ＜骨格構造の考え方＞
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【都市の骨格構造】 

市域全体の目指す都市の骨格構造は、

第１章で整理した「総合計画」及び「都市

計画マスタープラン」で目指す将来都市

像を基に、前々節で掲げたまちづくりの

方針（ターゲット）を踏まえ、各地域です

べてのサービスを満たすのではなく、ま

ちなかへの戦略的・集中的な取組により

魅力・生活利便性を向上させます。また、

総合計画における広域交通軸及び地域交

通軸を交通軸として位置付け、中心部と

郊外部を交通ネットワークでつなぎ、持

続可能な都市の実現を目指すものとしま

す。 

 

 

3.3.2 中心部と交通軸 

中心拠点となる柏崎駅周辺を含む中心市街

地は、本市の核として都市機能の集積を図る

とともに、その周辺の市街地ゾーン（用途地

域）の人口密度の維持を図ります。その他の生

活・地域拠点は、暮らしに身近な拠点として生

活サービス機能の確保を図ります。 

また、中心部に立地する拠点となる施設同

士をつなぐ路線と中心部と郊外部を結ぶ拠点

間交通の路線を交通軸として設定し、交通ネ

ットワークの形成を図ります。 

本市の課題に対応するため、“まちなか”に

おいては、人口や都市機能の集約化をさらに

進め、居住環境の向上やネットワークの再構

築によって、将来的に懸念される人口の低密

度化、希薄化を食い止める取組を進めます。 

このように、郊外部と中心市街地を、道路や

公共交通、通信網でつなぎ、持続的に必要なサ

ービスを必要な時に享受できるよう、コンパ

クト+ネットワークの形成を目指します。 

図：都市の骨格構造 
（総合計画） 

【中心市街地】
（都市機能誘導区域）

職住近接環境の維持と
まちなかの求心力向上

【拠点間交通】
中心部と郊外部を結ぶ

拠点間交通の確保

【郊外部(生活拠点)】

【拠点内交通】
拠点施設間

（主要な施設間）
交通の確保

【郊外部(近隣拠点)】

集落のコミュニティと
生活環境の維持

【居住環境を保全する区域】
現在の居住環境を保全し、

暮らし続けられる環境を維持

【居住を誘導する区域】
居住環境の維持・向上により、
緩やかに居住を誘導することで、

一定の人口密度を維持

図：中心部と交通軸 




